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移行に有利な認定制度、残すところ 1 年 
「持分なし医療法人」への移行には、税制や融資で優遇が受けられる認定制度

を利用できます。この制度の認定期限は、今のところ 2023 年 9 月 30 日。厚生

労働省が推進する一方で、移行を躊躇されている医療法人も数多くあります。

持分あり医療法人では、出資者が出資割合に

応じて法人資産を払戻すことができます。出資

者が退職の際に払戻しを請求したり、出資者自

身が亡くなった後、その相続人が払戻しを請求

したりするなどの可能性があります。 

特に、大幅に純資産が増額している法人では、払戻額

も莫大です。医療法人は配当が禁止されており、評価

額が大きく膨れ上がっているケースもあります。 

（例）設立時 ： 出資金 500 万円 

うち A が 100 万円を出資（全体の 1/5） 

十数年後 ： A は退職に伴い、払戻しを請求 

そのときの法人の純資産が 3 億円 

この場合、医療法人には、3 億円×1/5＝6,000

万円の支払い義務が生じます。 

この状態は、経営を継続していく上で、大き

なリスクとなります。これを回避し、地域の医

療サービスの安定を図るために、持分なし医療

法人への移行が進められています。 

移行では、持分の放棄や払戻しにより、持分

を消滅させます。このとき、税負担や金銭的負 

担が発生します。これを軽減すべく設けられた

のが認定制度です。2023 年 9 月 30 日までに認

定されれば、本来発生する相続税・贈与税が猶

予（場合によっては免除）され、低利の融資を

受けることができます。 

認定制度は、あらかじめ厚生労働省に移行計

画を申請し、認定を受ける制度です。この計画

に基づいて、持分放棄や払戻し、定款変更のた

めの手続きを行い、持分なし医療法人に移行し

ます。移行後 6 年間は、運営状況を毎年報告す

ることが義務付けられています。 

移行後は「持分」の概念がなくなり、事業承

継がスムーズになります。また、内部留保で相

続税がかさむ心配からも解放され、安心して利

益を計上できる利点もあります。 

一方でデメリットとしては、6 年の間、認定

制度による要件を満たすことが求められるこ

とや、持分がないために、法人が解散しても財

産が手元に戻らないことが挙げられます。 

ご検討の場合はお早めにご相談ください。 

参考：厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定

申請について（認定医療法人制度）」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html 

医療機関版 

認定制度による優遇措置とは 

「持分あり」を継続した場合のリスク 
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広告可能な資格等を持つ医師数 

医療広告には一定の規制が設けられています。ここでは、今年3月に発表された調査結果※などか

ら、広告可能な専門性資格等を持つ診療所の医師数をみていきます。 

 

6 割以上が何らかの資格等を持つ 

上記調査結果などから、広告可能な専門性

に関する資格および麻酔科標榜資格（以下、資

格等）別の診療所の医師数をまとめると、下表

のとおりです。 

 2020 年の結果をみると、最も医師数が多い

のは総合内科専門医で、9,656 人でした。次い

で、消化器病専門医と眼科専門医、整形外科専

門医が 6,000 人を超えました。その一方で、

一般病院連携精神医学専門医と熱傷専門医、

脳血管内治療専門医は50人未満となっていま

す。 

2018 年からの増減率では、周産期（新生児）

専門医やがん薬物療法専門医、婦人科腫瘍専

門医、生殖医療専門医が 20％以上増加しまし

た。反対に最も減少率が高いのは、細胞診専門

医の-5.6％でした。 

診療所の医師総数から資格なしの医師数を

除いた、何らかの資格等を持つ医師数は 6 割

を超え、その数は2018年から増加しています。

こうした資格等は、患者が医療機関を選択す

る際に役に立つ情報でもあり、今後も種類に

よって、資格等を持つ医師数は増えるでしょ

う。 

※厚生労働省「令和 2（2020）年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」 

2022年3月に発表された医師、歯科医師、薬剤師を対象にした調査です。2018年の結果もあわせて詳細は次のURLのページから確認いただけます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450026&tstat=000001135683 

2018年 2020年 増減率 2018年 2020年 増減率

総数 103,836 107,226 3.3 心療内科専門医 161 157 -2.5

総合内科専門医 8,282 9,656 16.6 呼吸器外科専門医 90 91 1.1

小児科専門医 5,459 5,577 2.2 心臓血管外科専門医 135 160 18.5

皮膚科専門医 3,747 3,914 4.5 乳腺専門医 290 311 7.2

精神科専門医 3,128 3,365 7.6 気管食道科専門医 537 525 -2.2

外科専門医 2,980 3,174 6.5 消化器外科専門医 570 641 12.5

整形外科専門医 6,283 6,511 3.6 小児外科専門医 77 82 6.5

産婦人科専門医 4,849 4,904 1.1 超音波専門医 551 597 8.3

眼科専門医 6,587 6,684 1.5 細胞診専門医 304 287 -5.6

耳鼻咽喉科専門医 4,629 4,575 -1.2 透析専門医 1,598 1,690 5.8

泌尿器科専門医 1,893 1,955 3.3 老年病専門医 381 382 0.3

脳神経外科専門医 1,243 1,294 4.1 消化器内視鏡専門医 5,335 5,757 7.9

放射線科専門医 773 829 7.2 臨床遺伝専門医 159 171 7.5

麻酔科専門医 757 779 2.9 漢方専門医 1,176 1,154 -1.9

病理専門医 106 111 4.7 レーザー専門医 112 116 3.6

救急科専門医 471 519 10.2 気管支鏡専門医 226 254 12.4

形成外科専門医 802 892 11.2 核医学専門医 112 115 2.7

リハビリテーション科専門医 854 851 -0.4 大腸肛門病専門医 474 484 2.1

呼吸器専門医 1,401 1,551 10.7 婦人科腫瘍専門医 65 81 24.6

循環器専門医 4,329 4,565 5.5 ペインクリニック専門医 371 375 1.1

消化器病専門医 6,261 6,693 6.9 熱傷専門医 43 44 2.3

腎臓専門医 1,361 1,529 12.3 脳血管内治療専門医 42 44 4.8

肝臓専門医 1,632 1,798 10.2 がん薬物療法専門医 52 65 25.0

神経内科専門医 965 1,044 8.2 周産期（新生児）専門医 114 159 39.5

糖尿病専門医 1,855 2,052 10.6 生殖医療専門医 306 371 21.2

内分泌代謝科専門医 626 702 12.1 小児神経専門医 281 302 7.5

血液専門医 476 543 14.1 一般病院連携精神医学専門医 45 46 2.2

アレルギー専門医 1,536 1,729 12.6 麻酔科標榜医 2,525 2,585 2.4

リウマチ専門医 1,802 1,791 -0.6 資格なし 39,190 39,735 1.4

感染症専門医 238 233 -2.1

広告可能な専門性に関する資格等を持つ診療所の医師数（複数回答、人、％）

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」より作成

中村太郎税理士事務所
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医療機関でみられる 
人事労務Ｑ＆Ａ 

『育児休業中に働いてもらうことはできるのか？』 

育児休業（以下、育休）を取得する予定の職員がいます。育休中の人員不足を

補うため求人募集をしていますが、なかなか思うように応募がありません。育休

中は基本的には育児に専念してもらうつもりですが、月に 2～3 日程度、働いても

らうことはできますか？ 

原則として、育休中の職員を働かせることはできません。ただし、医院と職員

との話し合いにより、職員が合意した場合に限り、一時的・臨時的に働かせるこ

とができます。なお、2022 年 10 月 1 日からの産後パパ育休では、休業中に働く

仕組みが設けられます。 

詳細解説：

1．育休中の就労

育休は、原則、子どもが 1 歳

になるまで取得できます。育

休中は、原則として働くこと

が想定されておらず、医院の

一方的な指示によって働かせ

ることはできません。ただし、

医院と職員の話し合いによって、子どもの養

育をする必要がないときに限り、一時的・臨時

的に働かせることができます。質問のように、

あらかじめ月2～3日の働く日を決めておくこ

とはできませんが、例えば、職員間で感染症が

まん延し、一時的に職員が足りなくなった場

合に、医院が応援のために臨時で看護業務を

依頼し、職員が合意した場合は、働かせること

ができます。 

2．産後パパ育休中の就労 

男性の育休の取得促進策のひとつとして、

2022 年 10 月に産後パパ育休（出生時育児休

業）が創設されます。産後パパ育休は、子ども

が 1 歳になるまでの育休とは別に、子どもが

生まれて 8 週間以内に 4 週間まで育休を取得 

できる制度です。この産後パパ育休中は、労使

協定をあらかじめ締結することで、医院と職

員で個別に合意した日や時間に働くことが認

められていることが最大の特徴です。なお、働

く日や時間には、上限が設けられています。 

3．育休中に働いた場合の育児休業給付金 

育休中・産後パパ育休中に職員が働いた場

合、医院は職員に賃金を支払う必要がありま

すが、支払われる賃金額によって、育児休業給

付金の支給額が減額されたり、支給されなく

なったりします。また、一定の時間数を超えて

働くと、その期間に係る育児休業給付金が支

給されなくなります。そのため、職員を働かせ

る場合には、その仕組みを十分に説明し、職員

に納得して働いてもらうことが必要です。 

育休は、子どもを養育するための休業であ

るという本来の趣旨を理解した上で、産後パ

パ育休中に働くことのできる仕組みを利用す

ることで人員不足を補ったり、万が一の際に

は、職員の同意を得て一時的・臨時的に働かせ

たりすることができることを理解しておくと

よいでしょう。

中村太郎税理士事務所
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事例で学ぶ 4 コマ劇場 

今月の接遇ワンポイント情報 
『他責傾向を掴む』 

ワンポイントアドバイス

事例でのアイさんは、サエコさんが患者様から責められている

のを見て、怒っているようですね。 

自分の都合が悪くなると「そんなの聞いてないよ」「そんなこと

言ってないよ」など、人のせいにしてしまう“他責思考”は、人

間の防衛本能の一つでもあるので、誰にでもこういった傾向（他

責傾向）はあります。ただ、この他責傾向の強い人が患者様であっ

た場合、スタッフは何に気をつけるとよいのでしょうか？ 

①事前の+αを怠らない

他責傾向の強い人には、その瞬間の対応力を考えるよりも付け

入る隙を与えないように、スタッフ側で事前の予防策を考えて実

施しておくことが第一です。 

いずれも、思いやりの心を持って相手のために一手間かけるこ

とが重要です。「何かあったときに言い返せるように」などと考え

てしまうと、無意識に関係性がギクシャクしてしまいますので、

注意しましょう。 

②印象を整える

相手のせいにする（責める）傾向の強い人は、攻撃しやすい人

に詰め寄る傾向があります。先生には言わなくとも、スタッフの

前で言うケースがあります。スタッフが対応するときに、 

などの印象が患者様へ届いていないかどうかを振り返り、温かく

毅然とした印象が届くようにしましょう。サエコさんはアイさん

から“付け込まれている”ようですから、②を改善できるとよい

ですね。 

毅然とした印象は、場合によっては威圧的な印象を与えて反感

を招いてしまう可能性があります。堂々としすぎないように気を

つけましょう。 

 説 明 や連 絡 のときに、復 唱 ・確 認 を怠 らない

 メモや書 面 をお渡 しする

 書 面 の大 事 な部 分 は、マーカーで強 調 する

 お渡 しした日 付 など、備 忘 記 録 を残 す

 弱 々しい、モジモジしている、何 も言 えなさそう

 そそっかしい、落 ち度 がありそう

中村太郎税理士事務所


